
四日市市上下水道局告示第１９号 

 四日市市上下水道局における申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱を次のよ

うに定める。 

  令和３年 ３月２４日 

                 四日市市上下水道事業管理者  山本 勝久 

 

   四日市市上下水道局における申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱 

 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、四日市市上下水道局の要綱（以下「要綱」という。）で定める

手続及び様式のうち申請者等の押印を義務付けているものについて、その特例を定め

るものとする。  

 （押印の省略）  

第２条 別表左欄に掲げる要綱の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に掲げる手

続又は様式については、当該要綱の規定に関わらず、押印を要しないものとする。た

だし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

 

別表 

要綱名  手続又は様式  備考  

四日市市排水設備設置義

務免除取扱要綱（平成２０

年上下水道局告示第４５

号）  

第１号様式から第３号

様式まで及び第５号様

式から第７号様式まで  

署名（法人その他の団体にあ

っては、代表者の署名）を

した場合に限る。  

四日市市公共下水道接続

指導要綱（平成３０年上下

水道局告示第４２号）  

第１号様式、第４号様

式、第８号様式及び第

９号様式  

署名（法人その他の団体にあ

っては、代表者の署名）を

した場合に限る。  

四日市市共同住宅排水管

設置費補助金交付要綱（平

成３０年上下水道局告示

第２１号）  

第１号様式から第３号

様式、第６号様式、第

８号様式及び第１０号

様式  

署名（法人その他の団体にあ

っては、代表者の署名）を

した場合に限る。  

私道への公共下水道布設

に関する要綱（平成１７年

上下水道局告示第７号）  

第１号様式及び第２号

様式  

署名（法人その他の団体にあ

っては、代表者の署名）を

した場合に限る。  



 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（上下水道局管理部総務課） 


